
五條市国民健康保険 

第４期特定健康診査等実施計画 
（令和 6 年度～令和１１年度） 

 

◎計画策定の趣旨・背景等 

 我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、平均寿命の延伸や

高い保健医療水準を達成してきた。しかしながら、大きな社会環境の変化により医療費や保険料の増大が見込ま

れる中、国保財政を健全化し、医療制度を将来にわたり持続可能なものとしていくためには、その構造改革が急

務となっていた。 

 このことから、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80号。以下「法」という。）に基づき、

被保険者及び被扶養者に対し、特定健康診査及び特定保健指導を実施することとされた。 

本計画は、「特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針（以下「基本指

針」という。）」に基づき策定した「特定健康診査等実施計画」の第３期計画期間の終了に伴い、引き続き生活習

慣病対策の充実を図り、さらに促進していくため、第４期計画として策定するものである。 

 

◎計画の期間 

 第４期計画の期間は、基本指針に即して６年を１期とし、令和６年度から１１年度とする。 

 

◎特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方 

特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロ

ームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導を必要とする者を的確に抽出するために行うものである。 

特定保健指導は、生活習慣を改善するための保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における課

題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに、健康的な生活を維持することができるようになることを通じ

て、糖尿病等の生活習慣病を予防することを目的とするものである。 

 

◎他の計画との関係 

 「五條市ビジョン」の第２條「安心して定住できるまちをつくる」、「五條市国民健康保険データへルス計画」

との整合性を図り計画を実施する。 

 

◎第３期計画の目標 

 Ｈ３０ Ｈ３１ R２ R3 R4 

特定健康診査 ３０％ ３６％ ４２％ ４８％ ５４％ 

特定保健指導 ３５％ ４０％ ４５％ ５０％ ５５％ 

 

概要版 



◎第３期計画中に実施したこと 

・実施体制 

○特定健診（集団健診） 

外部委託し、保健福祉センター・西吉野地区・大塔地区で実施 

○特定健診（個別健診） 

市町村と県医師会が締結する特定健診委託契約(集合契約)において委託 

○特定保健指導 

市町村と県医師会が締結する特定健診委託契約(集合契約)において委託 

平成２６年度から外部委託を開始。令和３年度から会場を五條市役所に設定 

・普及啓発の強化 

市広報誌の掲載、ホームページへの記載、受診案内パンフレットの送付、ポスターの掲示（市内の特定健診

実施医療機関・市役所本庁内・保健福祉センター）、市公式 LINEでの広報 

・未受診者勧奨  

大判ハガキや封書（階層化別）での通知、委託業者による電話勧奨 

・受診しやすい体制づくり 

  受診期間を５月１日～１月３１日とし、集団健診では土日にも日程を設けた。 

節目年齢（40・45・50・55・60・65・70歳）対象者の自己負担額を無料化 

・受診率の向上となる取組 

  五條市商工会へ協力依頼を行い、商工会主催の健康診査を受診した者で、五條市国民健康保険の被保険者で 

ある者に同意を得て、受診結果データを情報提供してもらう。 

  未受診者対策勧奨事業の電話勧奨時にセット検診の申込を受け付けた。 

・国保特定健診市町村共同保健事業（糖尿病等治療勧奨推進事業） 

  レッドカード(受診勧奨通知)を送付し医療機関への受診勧奨を実施し、特定健康診査の結果で高血圧・高血 

糖・高コレステロール・高中性脂肪・慢性腎臓病の対象者を抽出・重症化予防を図る。 

 

◎第３期計画実施結果と課題 

≪結果≫ 

年 度 H30 H３１ R2 R3 R4 R5（見込） 

特定健診実施率 28.7％ 26.5％ 19.8％ 24.6％ 28.6％ 30.2％ 

対象者数 6,289 人 6,148 人 6,124 人 6,020 人 5,713 人 5,628 人 

受診者数 1,805 人 1,632 人 1,212 人 1,480 人 1,632 人 1,700 人 

市町村順位 36 位 38 位 34 位 36 位 36 位 ― 

県特定健診実施率 32.1％ 33.6％ 30.9％ 33.1％ 34.4％ ― 

特定保健指導実施率 19.8％ 18.5％ 21.2％ 15.9％ 9.4％ 33.3％ 

対象者数 263 人 233 人 132 人 170 人 192 人 150 人 

終了者数  52 人  43 人 28 人  27 人  18 人  50 人 

市町村順位 21 位 23 位 20 位 25 位 31 位 ― 

県特定保健指導実施率 22.1％ 19.3％ 19.6％ 18.6％ 20.1％ ― 



  ＜令和３・４年度 地区別特定健康診査実施率＞ 

 

 

＜令和４年度 電話受診勧奨結果＞           ＜令和４年度 未受診者理由(上位５位まで)＞  

 

 

≪課題≫ 

・実施率向上のために、特定健診受診の必要性についてのさらなる普及啓発の工夫。 

・未受診理由に、定期的に医療機関を通院または入院している者が多いことから、定期受診していても特定健

診の受診が重要であることを啓発していく。また、特定健診の受診を習慣化してもらうために、特に若年層

へ、継続受診の必要性などについて普及啓発していく。 

 ・無受診者（医療機関の受診歴なし）や健診受診無関心への受診勧奨対策。 

・特定保健指導は引き続き通知と電話勧奨を行い、さらに次回の健診時には対象とならないように、生活に密

着した指導。これに加え、保健指導者研修会に積極的に参加するなど、指導員の資質向上にむけた取組。 

・特定健診の結果を活用し、対象者の健康の保持増進に努める。 
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◎第４期計画の目標 

 R６ R７ R８ R9 R10 R11 

特定健康診査 ３８％ ４２％ ４７％ ５１％ ５６％ ６０％ 

特定保健指導 ２４％ ３１％ ３８％ ４６％ ５３％ ６０％ 

 

◎第４期計画の取組 

・実施方法、実施機関、実施場所等 

  「奈良県特定健康診査・特定保健指導マニュアル」に則して、第３期計画中に実施していた特定健康診査（個

別健診・集団健診）・特定保健指導を継続して実施していく。 

 

・第４期計画からの実施率向上に向けての取組 

  ○特定健診の受診費用を節目年齢のみ無料、他は 500 円としていたが、令和６年度からは一律無料とし、

受診のきっかけとしてもらう。 

  ○今後も継続して奈良県国民健康保険団体連合会 国保事務支援センターと連携して実施する。 

  ○医療機関からの検査データ等の結果情報提供が、効果的かつ効率的に情報提供が実施できるような体制づ

くりを県や医療機関に要望していく。 

  ○インターネットでの集団健診受診予約をはじめとし、市の公式 LINE などで受診を呼び掛ける広報などを

継続して実施し、若年者が予約・受診しやすい環境を整える。 

○健診受診によるインセンティブを充実させ、継続して受診するためのモチベーション向上のための取り組

みを図っていく。 

○特定健康診査で把握したデータを活用し、奈良県糖尿病性腎症重症化予防プログラムを実行し、早期発見、

重症化予防を行う。 

○特定健康診査で把握したデータを活用し、糖尿病等の重症未治療者に対し、治療勧奨となる取組を進める。 

○無受診者（医療機関受診歴なし）への受診勧奨として、未受診者勧奨時の通知や電話勧奨の際に、健診の

必要性や生活習慣病についての情報提供を行い、特定健康診査受診勧奨を強化する。 

 

◎第４期計画の評価と見直し 

 第４期特定健康診査等実施計画の最終評価として令和１１年度において、目標の達成状況等について評価を行

うことを基本とする。 

計画の見直しについては、国や県の動向等に応じて柔軟に対応し、五條市国民健康保険運営協議会等で検討し

たうえ、必要に応じて見直しを行う。 

令和６年３月発行 

 

五條市 すこやか市民部 保険年金課 

  〒637－8501 五條市岡口 1丁目３番 1号 

  TEL 0747－22－4001 (代表) 

  FAX 0747－23－5290 

 


